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東京都内の労働基準監督署における令和６年の定期監督等の実施結果 

～70.2％の事業場に法違反の改善指導を実施～ 

 

 

東京労働局（局長 増田 嗣郎）では、令和６年に管内の 18 労働基準監督署（支

署）が実施した定期監督等の結果について取りまとめましたので、公表します。  

定期監督等とは、各種情報や労働災害の報告等を契機として、労働基準監督官が

事業場に対して実施する調査のことです。 

労働基準監督署では、事業場における労務管理や安全衛生の状況を確認し、労働

基準関係法令の違反等が認められた場合には、その是正・改善を指導しています。

その際、労働基準関係法令の趣旨や是正の必要性を丁寧に説明するとともに、具体

的な取組方法についてのアドバイスなど支援も行っています。 

また、重大・悪質な法令違反に対しては、刑事訴訟法に基づき送検することとし

ています。 
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【定期監督等の実施結果のポイント】 

 

１ 定期監督等の実施事業場数：            14,195 事業場 

このうち、9,966 事業場（全体の 70.２％）で労働基準関係法令違反あり。 

 

２ 主な違反内容 

⑴ 機械・設備等の危険防止措置に関する安全基準に関する違反があったもの            

（労働安全衛生法第 20 条から第 24 条のうち衛生基準に関するものを除く）：2,843 事業場（20.0％） 

⑵ 違法な時間外労働があったもの 

（労働基準法第 32 条及び 36 条）：                                          2,573 事業場（18.1％）                                     

⑶ 健康診断の実施に関する違反があったもの 

（労働安全衛生法第 66 条から第 66 条の６）：                           2,242 事業場（15.8％） 

     

 

 



表２ 主な違反事項別事業場数 ※括弧内は、定期監督等実施事業場数に対する割合

①労働基準法違反

労働条件明示
（15条）

賃金不払
（23・24条）

労働時間
（32条）

休憩
（34条）

休日
（35条）

上限規制
（36条）

割増賃金
（37条）

年次有給休暇

（39条）
就業規則
（89条）

賃金台帳
（108条）

1168(8.2%) 427（3.0%） 2194（15.5%） 378（2.7%） 169（1.2%） 379（2.7%） 1808（12.7%） 1093（7.7%） 937（6.6%） 935（6.6%）

②労働安全衛生法違反

安全衛生管理体制
（10～19条

（14条を除く））

作業主任者
（14条）

安全基準
（20～25条）

衛生基準
（20～25条）

特定元方事業者
・注文者
（30・31条）

定期自主検査
（45条）

作業環境測定
（65条）

健康診断
（66条）

1016（7.2%） 456（3.2%） 2843（20.0%） 440(3.1%) 971(6.8%) 155(1.1%) 79(0.6%) 2242（15.8%）

表１ 定期監督等実施事業場数 ※括弧内の数字は合計数に対する割合

定期監督等
実施事業場数

(A）

労働基準関係法令違反が
あった事業場数

（B）

B/A
（％）

合計 14,195 9,966 70.2%

製造業 1,004(7.1%) 771（7.7%） 76.8%

鉱業 1(0.0%) 1（0.0%） 100.0%

建設業 6,773(47.7%) 4,575(45.9%） 67.5%

運輸交通業 357(2.5%) 260（2.6%） 72.8%

貨物取扱業 69(0.5%) 48（0.5%） 69.6%

農林業 21(0.1%） 18(0.2%） 85.7%

畜産・水産業 1(0.0%) 1(0.0%) 100.0%

商業 1,743(12.3%） 1,286(12.9%） 73.8%

金融広告業 245（1.7%） 161(1.6%） 65.7%

映画・演劇業 116(0.8%) 98（1.0%） 84.5%

通信業 25（0.2%） 8(0.1%） 32.0%

教育研究業 473(3.3%） 349(3.5%） 73.8%

保健衛生業 581(4.1%） 407（4.1%） 70.1%

接客娯楽業 748（5.3%） 605（6.1%） 80.9%

清掃・と畜業 247(1.7%） 190（1.9%） 76.9%

官公署 3(0.0%） 1（0.0%） 33.3%

その他の事業（注） 1,788（12.6%） 1,187（11.9%） 66.4%

（注）「その他の事業」とは、派遣業、警備業、情報処理サービス業等をいう。
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